
（１４）菊地木材株式会社 

 

ア．事業者の概要とラべリングの実施 

（ア）事業者の概要 

 菊地木材（株）は愛媛県西予市に位置する製材工場で、昭和 63 年に設立された。資本金は 500 万

円で、従業員は 26 名である。 

 年間原木消費量は 40000 ㎥で、その中スギが 60%、ヒノキが 40%である。原木の仕入れ先は 90%以上

が県内十数箇所の原木市場だが、この他隣接する高知県の原木市場からも補足的に手当てしている。

製品量は 24000 ㎥で、主製品は 3ｍの柱だが、この他 4ｍ・6ｍの柱、小角類、野地板、ラス板等を製

造している。乾燥材製品として KD 柱を 900 ㎥、AD 間柱を 200 ㎥出荷している。JAS 規格について平

成 22 年に構造用製材の JAS 認定を取得しており、機械等級区分についても取得を検討している。製

品出荷先は中京圏が 50%、関西圏が 30%、瀬戸内・その他が 20％で、販売先として直接取引工務店が

30%、市売・製品問屋が 70%の割合であり、年間売上高 10 億円をあげている。 

 

 

写真２（１４）1 

 

 当社は「愛媛県産材製品市場開拓協議会」の会員でもあり、今後、首都圏市場での新たな商圏拡大

を図ろうとしている。 

 

（イ）ラべリングの実施 

 ①ラべリング製品の内容 

 今回、ラべリング製品としたのはスギ・ヒノキ 3ｍ特等 KD 柱、スギ・ヒノキ 3ｍグリーン柱であ

り本数で 1540 本、製品材積で 73.6 ㎥である。主要出荷先である中京圏をターゲットに製品市売の

Ａ社に販売流通させた。 

 ②ラべリングの実施 

 ラべリング製品 1540 本を 45 梱包に収め、合法木材表示シールを梱包両側の小口部分に各 1枚ず

つ貼付した。また、短尺製品 8 本の小口に 8枚のをシール貼付した。シール貼付の作業は製材現場

の作業員と管理職の 2 人で実施した。実際の作業に要した時間は 60 分位だが、製品検査時に合わ
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せて実施したのでほぼ 1 日分費やしている。 

 

 

写真２（１４）2 

 

 ③ラべリング製品の原料調達と合法性の証明 

 菊地木材（株）の製材用原木は全て原木市場からの仕入れである。仕入先市場は県内十数箇所の

原木市場と一部高知県からも入れている。今回のラべリング製品の原木は県内の原木市場からであ

る。調達した原木は全て合法木材としており、その証明として請求書への「この物件は、合法的に

伐採された木材のみを原料としています。」といった記載をあげている（資料参照）。また、入荷の

際、通常、合法性証明の確認をしている。このように、当社では仕入れ原木は全て合法木材と認識

していることもあって、原木置場や製品倉庫での分別管理などは実施しておらず、付随しての文書

管理もなされていない。販売先への合法性証明については通常は納品書等伝票への記載だが、取引

先からの要求があれば出荷証明書を作成して出している（資料参照）。今回、製品市売の H 社にラ

べリング製品を流通させたが、それには伝票下部に「この製品は、合法的に伐採された木材のみを

原料としています。」と印刷記載している（資料参照）。 

 

イ．ラべリング製品の販売と合法木材表示の意義 

（ア）販売先の位置づけ 

 今回の菊地木材（株）のラべリング製品の販売先は名古屋市の製品市売浜問屋Ａ社である。Ａ社と

は 20 年来の取引があり、お互いに信頼関係が築かれている。Ａ社は、全国各地より集荷したヒノキ・

スギ製品（ヒノキ 80%・スギ 15%・その他 5%）を中心に中京、関西、北陸、関東方面の材木店、プレ

カット工場、木材流通業へ販売取引し、年商 28 億円をあげている。 

（イ）ラべリング製品の取り扱いと流通 

 今回のラべリング製品の流通に関して事前に、菊地木材（株）からＡ社へ電話と FAX により合法木

材シール貼付製品の流通への協力依頼がされている。 

 ラべリング製品の流通は次のようである。梱包両側の小口部分に各 1枚ずつシールを貼付されたス

ギ・ヒノキ 3ｍ特等 KD 柱 40 梱包（1500 本・65 ㎥）は、Ａ社の製品市売で中京圏の複数の木材小売業

へその荷姿のまま販売された。梱包両側の小口部分に各 1 枚ずつシールを貼付されたスギ・ヒノキ 3

ｍグリーン柱 5梱包（40 本・8.6 ㎥）は、Ａ社経由で新潟のハウスメーカーＡ社へ販売された。小口

に各 1枚ずつシール貼付された短尺製品 8 本は、展示見本品として東京・木材会館での愛媛県産材フ

ェアに出展された。 
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（ウ）ラべリングへの意見・可能性 

 菊地木材（株）では今後、ラベル表示が本格的に行われることは木材調達の上からは地域材振興に

繋がることとなりで有効であるとしている。また、木材供給の面では JAS 等級表示等の組み合わせ表

示で相乗効果が出るかもしれないと考えている。今後、本格的実施へ向けて国または全木連等の方針

が示されれば積極的に対応したいとしている。さらに、当社では西予市の地域材認証制度で納品した

実績があり、これは地場の中小工務店が大手住宅メーカーの地域浸食を防止する効果があると位置づ

けており、今回の合法木材ラべリング表示がこのような役割を果たすことに期待を寄せている。 

 Ａ社では、今回のラべリング表示について、資材の在庫管理上からも、また木材調達上からも有効

だと評価している。今後、ラべリング製品が合法木材流通の先導役を果たすのではないかとみている。 

 

ウ．合法木材表示の問題点と課題 

 合法木材ラべリング実証の取り組みでの問題点・留意点として、次の点があげられている。 

 一つが、合法木材ラべリング表示にかかるコストの問題である。菊地木材（株）では梱包への貼付

段階だとコストもさほどではなく、あまり問題は感じないが、1 本 1 本の貼付だと手間がかかり、そ

れだけコスト負担となるとしている。合法木材ラべリング表示が本格化することは意味があるが、ラ

べリング表示にかかったコストは回収できるかどうか危惧している。 

 もう一つがシール貼付に関わる技術的問題である。菊地木材（株）では製品への本貼付ではグリー

ン材はシールが剥がれ易いと認識しており、この改善策としてグレーディングマシーンには印刷機能

がついているので、1本ずつの表示となった場合には応用できるのではないかと考えている。 

 今後の課題として次の点があげられている。 

 菊地木材（株）からは、今回のラべリング製品は製品市売市場に流通したが、そこでの反応よりそ

の先のハウスメーカーさらには最終消費者の反応を確かめることが重要であると指摘されている。Ａ

社からは、ラべリング木材のメリットは出所がはっきりしているので安心して販売できる点であるが、

今の木材業界の現状では安心料として価格上乗せはできない。今後、どう価格に反映させられるのか

を検討する必要があると提起がなされている。 
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